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平 成 30 年 ７ 月 20 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その６）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）等により、平成 30 年

４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに

係る疑義照会資料を別添１及び別添２のとおり取りまとめたので、参考まで

に送付いたします。
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医科・歯科 1

〈 別 添 １ 〉

医科・歯科診療報酬点数表関係

【特別の療養環境の提供について】

問１ 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め

る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品

等」の実施上の留意事項について」の一部改正について（平成 30 年３月５

日付保医発 0305 第６号）」において、特別の療養環境の提供について、「患

者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合」の「病棟管

理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者

の選択によらない場合」の例として、「特別療養環境室以外の病室の病床が

満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合」が追加された（第

３の 12 のⅰ）の（８））。

従前は、特別療養環境室以外の病床が満床であるために特別療養環境室に

入院させる場合でも、前述の通知に基づく患者の同意があった場合には、患

者から特別の料金の徴収が可能であったが、その取扱いが変更になったの

か。

（答）

１ 今回の通知改正で、取扱いは変わっていない。

２ 従来、当該通知においては、特別療養環境室の提供について、「患者への

十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要が

あり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないように

しなければならないこと。」としており、この点は変更していない。

また、今回の通知改正で、「実質的に患者の選択によらない場合」の例示

として「特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合」を追加している

が、従来、「実質的に患者の選択によらない場合に該当するか否かは、患者

又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること」としてお

り、この点も変更していない。

３ したがって、特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合における特別

の料金を徴収の取扱いについては、特別療養環境室の設備構造、料金等につ

いて、明確かつ懇切丁寧に説明し、その上で、患者が特別療養環境室への入

院に同意していることが確認される場合には、特別療養環境室以外の病室の

病床が満床であっても、特別の料金を徴収することは差し支えない。



医科・歯科 2

４ なお、今般の通知改正の趣旨については、医療現場において、特別療養環

境室以外の病室の病床が満床であった場合に、

・ 特別療養環境室の設備構造、料金等についての明確な説明がないまま、

同意書に署名させられていた

・ 入院の必要があるにもかかわらず、特別の料金の支払いに同意しないの

であれば、他院を受診するよう言われた

といった不適切と思われる事例が報告されていることを踏まえ、特別療養環

境室以外の病室の病床が満床であった場合の特別療養環境室の提供に当たっ

ても、明確かつ懇切丁寧に説明することが必要であるとの考え方を明確化し

たものである。



調剤 1

〈 別 添 ２ 〉

調剤診療報酬点数表関係

【地域支援体制加算】

問１ 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手

順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。

（答）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和 35 年法律第 145 号）第 68 条の 10 第 2 項に基づく副作用報告につい

て日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報

告制度への取組みについて（実施手順等の作成のための手引き）」を参考に

されたい。

【薬剤服用歴管理指導料】

問２ 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業（い

わゆる遠隔服薬指導）として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた

服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。

（答）患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指

導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置とし

て、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。

①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと

②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと

③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成 30 年 3 月厚生労働

省）を参考に情報セキュリティ対策を講じていること

④お薬手帳を活用していること

問３ 特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤

服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本

料、調剤料、薬剤料は算定できるか。

（答）算定して差し支えない。（なお、この場合、当該服薬指導について患者

から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。）
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